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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism中部地方整備局 静岡営繕事務所

中部地方整備局 静岡営繕事務所
中部地方整備局は、名古屋市にある本局と岐阜・静岡・愛知・三重・長野(南信)にある37の事務所とその
出張所で組織されています。中部地域（愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・長野（南信））の重要なイン
フラの整備・管理を担っています。

㉒静岡営繕事務所
静岡県静岡市葵区春日2丁目4番25号

静岡営繕事務所は、静岡県に所在する国家
機関の官庁施設について、施設整備や庁舎
の保全指導を実施しています。

中部地方整備局（本局）
愛知県名古屋市中区三の丸2丁目5番1号
名古屋合同庁舎第2号館

中部地方整備局ホームページより（37事務所位置図）

１．概要
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

組織図 業務内容

中部地方整備局 静岡営繕事務所

所長 総務課

保全指導・監督官

技術課

経理係 ：経理に関する事務、文書、物品、旅費、厚生、支払い及び決算等の庶務

技術係 ：○営繕工事の企画・立案・設計・積算に関する事項
○営繕に関する調書・統計・報告に関する事項
○営繕工事の施工監督、施工促進、指導、検査に関する事項
○営繕工事の実施上必要な保安・危害防止に関する事項

防災保全係：○国家機関の建築物及び付帯施設の保全・防災対策に関する調査・指導
○施設の調査等に関する事項
○営繕工事の施工監督、施工促進、指導、検査に関する事項
○営繕工事の実施上必要な保安・危害防止に関する事項

○国家機関の建築物及び付帯施設の保全・防災対策に関する調査・指導
○施設整備の中長期計画案の作成及び予算措置に関する事項
○営繕工事の施工監督、施工促進、指導、検査に関する事項
○営繕工事の実施上必要な保安・危害防止に関する事項

国土交通省

中部地方整備局

営繕部（計画課、調整課、整備課、技術・評価課、保全指導・監督室）

静岡営繕事務所

大臣官房官庁営繕部
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静岡営繕事務所の沿革と所掌業務

昭和24年 7月30日
昭和25年11月29日
昭和25年11月30日
昭和27年 8月 1日
昭和56年 4月 6日
平成 4年 5月 1日
平成13年 1月 6日
平成15年 4月 1日
平成17年 4月 1日

中部地方建設局浜松営繕出張所 設置（浜松市西伊場町 大蔵省専売局浜松工場内）
中部地方建設局浜松営繕出張所 廃止
中部地方建設局静岡営繕出張所 設置（静岡市小鹿１番地）
中部地方建設局静岡営繕出張所 廃止
中部地方建設局静岡営繕工事事務所 設置（静岡市南安倍2丁目10-1）
現庁舎に移転（静岡市春日2丁目4-25）
国土交通省中部地方整備局静岡営繕工事事務所に名称変更
国土交通省中部地方整備局静岡営繕事務所に名称変更
政令指定都市へ移行（静岡市葵区春日2丁目4-25）

事務所の沿革

事務所の所掌業務

現庁舎に移転し34年目

昭和24年 7月30日 静岡県内の営繕工事
昭和25年11月30日 静岡県内の営繕工事
昭和56年 4月 6日 静岡県内の営繕工事
昭和57年 4月 1日 静岡県内の営繕工事、並びに、

静岡県内の国家機関の建築物及び付帯施設の保全に関する指導
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism中部地方整備局 静岡営繕事務所

工事・業務発注一覧（令和８年6月現在）

最新情報は 又は 若しくは でppi 静岡営繕事務所 中部地方整備局営繕部 検索検索

備考名称種別発注機関N
o.

工事
業務

継続令和６年度 静岡地方・家庭裁判所沼津支部庁舎建築工事建築工事本局(営繕部)1

工事

継続令和６年度 静岡地方・家庭裁判所沼津支部庁舎電気設備工事電気設備工事本局(営繕部)2
継続令和６年度 静岡地方・家庭裁判所沼津支部庁舎機械設備工事機械設備工事本局(営繕部)3
継続令和７年度 沼津地方合同庁舎電気設備改修工事電気設備工事本局(営繕部)4
完成（R8.5）令和７年度 島田労働総合庁舎空調設備改修工事暖冷房衛生設備工事本局(営繕部)5
完成（R8.5）令和７年度 浜松東税務署空調設備改修工事暖冷房衛生設備工事静岡営繕6
R8.4公告令和８年度 関東農政局静岡市庁舎改修工事建築工事静岡営繕7
R8.5公告令和８年度 磐田地方合同庁舎空調設備改修工事暖冷房衛生設備工事静岡営繕8
R8.11公告予定令和８年度 清水地方合同庁舎電気設備改修工事電気設備工事本局(営繕部)9
継続令和６年度 静岡地方・家庭裁判所沼津支部庁舎工事監理業務建築コンサルタント業務静岡営繕①

工事
監理
業務

継続令和７年度 沼津地方合同庁舎電気設備改修工事監理業務建築コンサルタント業務静岡営繕②
完了（R8.5）令和７年度 島田労働総合庁舎空調設備改修ほか１件工事監理業務建築コンサルタント業務静岡営繕③
R8.6公告予定令和８年度 関東農政局静岡市庁舎改修工事監理業務建築コンサルタント業務静岡営繕④
R8.6公告予定令和８年度 磐田地方合同庁舎空調設備改修工事監理業務建築コンサルタント業務静岡営繕⑤
R9.2公告予定令和８年度 清水地方合同庁舎電気設備改修工事監理業務建設コンサルタント業務静岡営繕⑥
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※Ｒ7年度からの継続工事・業務を含めて掲載しています。

2．工事・業務概要
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●島田労働総合庁舎空調設備改修
ほか１件（浜松東税務署含む） 【完了】③

中部地方整備局管内図より。

本資料は、令和８年６月時点の予定であり、今後変更され
る可能性がある。

中部地方整備局 静岡営繕事務所

令和８年度 工事・工事監理業務 概要

令和８年度
以降予算

令和７年度
以前予算（単位：百万円）

32020■：官庁営繕費

3,1022,927●：支出委任

3,4222,947
合計

6,369

●静岡地方・家庭裁判所沼津支部
（庁舎新築 機械設備工事）【継続】

●静岡地方・家庭裁判所沼津支部
（庁舎新築 電気設備工事）【継続】

●静岡地方・家庭裁判所沼津支部
（庁舎新築 建築工事） 【継続】1

2

3

凡例
工事

工事監理業務

●島田労働総合庁舎
（空調設備改修） 【完成】5●浜松東税務署

（空調設備改修）【完成】6

●磐田地方合同庁舎
（空調設備改修） 【新規】

●磐田地方合同庁舎
（空調設備改修） 【新規】8

⑤

■沼津地方合同庁舎
(電気設備改修）【継続】

■沼津地方合同庁舎
(電気設備改修）【継続】4

②

●静岡地方・家庭裁判所沼津支部
（庁舎新築） 【継続】①

●関東農政局静岡市庁舎
（外壁・建具改修）【新規】7

●関東農政局静岡市庁舎
（外壁・建具改修） 【新規】④

●清水地方合同庁舎
（受変電・自家発改修） 【新規】9

●清水地方合同庁舎
（受変電・自家発改修） 【新規】⑥
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工事・業務発注一覧（令和８年5月現在）
平成25年４月２４日

部議報告資料
保全指導・監督室
静岡営繕事務所

防災拠点となる官庁施設の耐震・津波対策を推進

中部地方整備局 静岡営繕事務所

耐震対策の推進

清水地方合同庁舎津波改修津波対策の推進

官庁施設における津波対策のイメージ

外付け鉄骨ブレース及びバット
レス（控壁）補強を行うことに
より、内部補強範囲を最小限
とし、また、外周部に地盤改良
及び地盤アンカー補強を行い
、浮き上がりを防止している。
（令和７年３月完成）

静岡地方合同庁舎・静岡法務総合庁舎 耐震改修 沼津地方合同庁舎 耐震改修

御前崎港湾合同庁舎津波改修
周辺住民が低層棟屋上に避難可
となるように避難階段を設置。静岡
市津波避難ビルに指定されている。
（平成26年完成）
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3．耐震・津波対策

外付け鉄骨ブレースを行うことにより、
内部補強範囲を最小限としている。
（令和４年９月完成）

波圧補強として外壁増打し、外付け鉄
骨ブレース設置による補強を行うとともに
、自家発電設備を３階に移転し、外周
部に地盤改良及び地盤アンカー補強を
行っている。（令和6年5月完成）
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令和８年度 営繕工事における働き方改革の取組

中部地方整備局 静岡営繕事務所 9
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

令和8年度 営繕工事における生産性向上技術の活用に関する取組

中部地方整備局 静岡営繕事務所 10
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令和8年度 営繕工事における生産性向上技術の活用に関する取組

中部地方整備局 静岡営繕事務所 11
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令和８年度 静岡営繕事務所の取組

12

4-3

●適正な工期設定（週休２日を前提、猛暑による作業不能日を考慮等）

●猛暑対策（猛暑期間・猛暑時間の作業回避、猛暑対策に必要な経費等の確保等）

●施工時期の平準化（発注時期の調整、余裕期間制度の活用）

●予定価格の適正な設定

●生産性向上技術の活用
・BIMの活用（EIRの適用（新営工事））
・情報共有システムの活用
・デジタル工事写真の小黒板情報電子化の活用
・建設現場の遠隔臨場

●工事関係書類の効率化（「営繕工事における工事書類の簡素化ガイド」（R8.3））

静岡営繕事務所が管轄する全ての工事に適用



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism中部地方整備局 静岡営繕事務所

令和８年度 工事事故防止のための重点対策（中部地整）
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5.工事災害防止



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

保全業務 ～官公庁施設の適正な保全に向けた支援～

中部地方整備局 静岡営繕事務所

「保全」とは、建物が完成して解
体されるまでの間、安全性や執
務環境等の性能・機能を良好な
状態に保つことです。
そのためには、日常の点検・保
守、補修、修繕、改修を計画的
に実施していく必要があります。

建物が完成してから30年以上
経過している官庁施設は、全体
の57％以上を占め、さらに増加
すると予想されています。

官庁施設の管理者には、官庁
施設の長期的耐用性を確保す
るため、適正な保全を確実に実
施することが求められます。

国土交通省官庁営繕部
・保全に関する技術基準等の整備
静岡営繕事務所
・保全会議・講習会等の実施
・実地における保全指導
等を行い適正な保全の支援を行います
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6. 保全
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保全業務 ～官公庁施設の適正な保全に向けた支援～

中部地方整備局 静岡営繕事務所 15

6. 保全

静岡営繕事務所

静岡営繕事務所では、各省庁が行う中長期保全計画作成の支援や、修繕相談、改修工事の
企画立案等の支援、官庁施設情報管理システムへの情報入力操作支援等を行っています。


